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はじめに

　1960年代を前にして宗像誠也は、教育行政研究の重要不可欠な思惟様式として教

育行政の社会学v政治学戊を提起した。「そもそも教育行政における民主主義とは

何なのかが明確にされなければならず，またその実現のための障碍が突きとめら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ
れ，その突破の方法が研究されなければならない」というのが．そのような思惟様

式を貫ぬく宗像の課題意識であった。

　宗像教育行政学は，そのような方法論を展開する基本的概念装置として，「教育

政策」「教育行政」「教育運動」を定立し，教育政策と教育運動との対抗関係におい

て教育行政現象をトータルに把握することを通して，前記課題意識に接近しようと

する方法的見地を確立したのである。

　1970年を前にして，宗像は，「憲法26条から出発する教育行政学」という定式化

を行い、そのような学として教育行政学を総括する見地を提起した。この宗像の理

論的展開に対し影山日出弥は，1教育行政学序説1増補版　への書評において，教

育行政学の科学的方法論の問題とかかわって，次のように批判している。「一一つの

価値観的立場』が明確に自覚されたとしても　憲法26条から教育行政ゾを出発させる

こと……引用者，この立場から構想される教育行政学の科学方法論は，依然として
　　　　　　　　　　　　　　コ
あきらかであるとはいえない。」
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　影山の教育行政学の科学的方法論に関する理論的示唆は次の点にある。「教育行

政学「序説』の『本論：を展開させる場合，分析対象たる教育行政と教育政策がな

にゆえ反動化しなければならないのかの歴史的・社会的根拠を解明し，そのイデオ

ロギー的上部構造としての本質，性格，諸機能などが分析されざるをえない……。

この課題は従来の日本の法社会学のアナロジーの水準では十分にはたしえないので
　　　　　　　　ヨ
はないであろうか。」

　私見によれば’70年代の教育行政学は，’70年代を前にしてのこのような理論的到

達点と問題提起を踏まえて，自らの科学的方法論の確立に対して必ずしも全体とし

て自覚的でなかったように思われる。

　1970年の家永教科書裁判東京地裁判決〔杉本判決ノが，それまでの国民と教師の

教育権論1．これは，宗像が課題意識として提出した教育行政における民主1三義実現

の方法研究の’60年代以降今日までの一つの支配的理論ノの成果を公的に確認した

ことを歴史的与件として，国民の教育権理論の創造的発展を中心に，’70年代教育行

政学ぱ展開してきたといえるであろう。

　’80年代状況は，日本教育法学会シンポシウム「80年代教育法学の課題と展望」

　　　　　　　　　　　　　
等でも解明されているように，また，勝野教授もつとに形式的法治主義論として批

判的に論及されているように，国民の教育権という権利の存在自身，またそのよう

な権利の帰属自体は，国家教育権論自体も自明の前提として自らの権力的主張を展

開してきているところに一つの重要な特徴がある。そして，同時に，このような理

論的すりかえによる国家教育権論の補強は，教育政策の新たな反動的展開とも相即

的である。勝野教授がr教育基本法制と教科書問題』　以ド、札韮1とする　で批判的

に考察されている中央・地方を貫ぬく教育政策の危険な動向こそ，まさにその主要

な内容を構成するものといってよいであろう．

　しかもそれは，明らかに宗像が定式化した教育政策と教育運動との対抗関係にお

いて教育行政現象を把握するという理論的枠組では対応できない現実の諸関係をと

もなっている。すなわち，「権力の支持する教育理念」を，「民間の，社会的な力が

支持して，種S・の手段でその実現をはかる一とでも規定しうる’教育運動」の組織

化が，180年代教育政策の推進を半ば先導的に支えているという関係がkられるので

ある。本書第四章でとりあげられている日本教育会愛知支部の結成i／　まさにその

220 2



　　　　　　　　　　　　　〔書評〕勝野尚行『教育基本法制と教科書問題」（近藤）

ような運動の主体として教師を動員しようとする典型的な事例であるといえるであ

ろう。

　’80年代の教育行政学に課せられた課題は，以上のきわめて簡潔な素描からも明

らかなように，その科学的方法論を鍛えることと不可分な関係において，国民の教

育権の理論を一層精緻に展開することに求められる。

　勝野教授の本書が，’80年代教育政策の詳細な分析を通して，上記課題にいかに接

近し，いかなる問題提起をなしえているか．以下、そのような点の析出を通して，

本書の書評としたい。

1．勝野教職理論と本書の位置

　教育行政学が対象とする教育と社会の弁証法は，’60年代において，宗像教育行

政学の定式化として，教育行政の社会学という思惟様式を定立させ，教育政策研究

と教育権理論の歴史的発展を促してきたのであるが，’80年代は，まさに，’70年代

の矛盾の相克を通じての支配の側の新たなるまきかえしを与件として，教育政策研二

究の比重を再び高めることを予想させる。そして，そのことと不可分な形で，国民

の教育権理論の深化がはかられていくと考えられる，

　これまで，教職理論の構築に，その研究の中心的課題をおかれていた勝野教授

が，まさにこの時期に，教育政策研究に精力的にとりくまれているのは，このよう

な歴史的現段階の反映があると同時に，勝野教職理論の理論的必然でもある。

　勝野教職理論の特質は，憲法23条をべ一スに構想されている点に求められる。そ

の二とは，e 教員の教育権もまた憲法23条の学問の自由を核にした憲法的権利であ

ること，だからこそこれもまた対国家　対行政、的な諸関係のなかでは教員自身の
コ　リ　コ　ひ　コ　　　コ　じ　り　ら　コ　コ　コ　コ　コ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ

無制約絶対的な自然権的基本的人権となること，を明示していく必要がある」傍

点箸者　という基本的見地と不可分である，

　そのように勝野教職理論の理論的核心が把握されるとすれば，憲法・教育基本法

の規範性のあからさまな無視＝否定とむすびついた教科書攻1撃としてクローズアッ

プされた教育内容への反動的介入とそのような教育の積極的な推進者として教師を

組織化していくところに焦点づけられてきている’80年代教育政策は、「教師自身の
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無制約絶対的な自然的基本的人権」に対する真っ向からの挑戦として，黙過するこ

とを許さない基本的内容をともなっていたと考えられるからである。

　序章での次のような指摘に，勝野教職理論にとっての本書の必然的な位置が端的

に示されている。「教基法制』の実質『改正』とのかかわりでいえば、とくに珀

本教育会」：日本教職員連盟』等の教職員団体の誕生が重大事件である。というの

は，本来ならばあくまで戦後人権教育のにない手であってしかるべき教職員団体

が，なんと教育『正常化』の推進団体だからである。教育行政に強要されたからで

はなく，教職員がみずから主体的に軍国主義・国家主義の教育を推進する，これほ

ど憂うべき教育問題がほかにあるだろうか。」　p．7

　憲法23条から出発する教職理論にとって，今日の教育政策の動向が，それに対す

る全面的な否定という内実を含んで展開していることにともなう理論的対決の必要

性という側面と同時に，本書のもう一面での必然性は．教育労働法の法社会学とい

う勝野教職理論が…貫してその構築をめざしてきた方法論とのかかわりがある，勝

野教授は，教育労働法の法社会学の課題を次のように定式化されている。

　「①　教職員労働者たち全体の権利意識の実態についてのひろく深い分析的把

　握。

　②　それら権利意識の現実態がつくりだされている理由・根拠・’必然性の解析・

　解明。

　③　その必然性の解析を踏まえたうえでの、権利意識の成長の契機となるものの
　　　　　　　　
　発見・抽出。」

　本書が克明に，教科書攻撃等，憲法・教育基本法理念の全面的右翼的再編を求め

る政策1：「運動pのイデオロギー分析を中心的な課題として展開されているのは，

現段階における教師や父母・住民の教育意識と，政策イデオロギーとの照応関係

等、政策浸透　＝受容；の現実的諸条件‘可能性，必然性‘と，それら諸条件の変

革の諸契機の理論的解明という法社会学的方法意識の具体化であるといえよう。本

書でもって，そのような課題が全面的に解明されているとは必ずしもいいえない

が，そのような方法意識に立つ’soai代教育政策研究へのきわめて重要な問題提起

の書としての位置を占めていることは確実である。

　次に，本書が提起している内容について、具体的に若干の検討を試7Kてみたい。
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〔書評〕勝野尚行『教育基本法制と教科書問題」（近藤）

2．’80年代民主的教育行政学の

　課題と本書の提起するもの

　本書が，教育政策及びその推進の露払いの役割を担っている「教育運動」のイデ

オロギー分析を中心的内容として構成されていること，およびそこに含意されてい

る方法意識についてはすでに述べたが，それを具体的に検討すると若干の疑問を感

じざるをえない問題も内包されている。

　それは，今日の教育政策が，本書で詳細に分析されているように，きわめて右翼

的なイデオロギー（戦前の教育理念への回帰として特徴づけられうるような）への

傾斜を強めていることとの関係において，戦前教育理念のアンチテーゼとして歴史

的に生成されてきた憲法・教育基本法理念の現代的再確認・再獲得が，きわめて重

要な課題であることを認めるがゆえに，あえて提起しておきたい問題である。

　かつて，市川昭午氏がカウンター宗像教育行政学として，次のような所論を展開

したことがある。「戦後改革の当時とは教育をとりまく社会情勢が全く一変してし

まった現在，教育行政機構とていつまでもそのままの形態を維持できないことは自

明の理と思われる。にもかかわらずわが国の教育界には戦後の教育行政改革を金科

玉条視し，それからの変化は一切これを反動化として認めず、むしろ当時の原初形

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア
態に戻ることを理想とする人kが少なくない。」

　市川氏の主張自体は，ここでぱ書評という関係上論証にまで言及しないが．近代

の超克としての国家独占資本主義的現代の承認であり，国の主張の事実上の合理化

といえるものであるが，そのような合理化を根拠づける一つの論理として，教育の

理念や制度の非歴史的研究への批判が介在しているのである。

　もちろんその批判も，市川氏の独断と偏見に根ざすものといえるのであるが、そ

れはたとえば，宗像教育行政学の次のような首尾一貫した方法意識に対する無理解

に端的に示されている。

　「教育法規研究の基本的態度が，教育法規の動的・条件発生的把握の態度でなけ

　ればならない。……換言すれば，歴史的、社会的に把握しようとする性質のもの

　　　　　　　　　　メ
　でなければならないこ」
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　宗像のこの「研究の基本的態度」に示された方法的核心は，反動的意図に口実を

与えないためにも今日、憲法，教育基本法理念の現代的認識に際して，当然に踏ま

えられていなければならないものである。

　また、そのような機械的，非歴史的な認識を自己否定する理論的な追求なしに

は，現代的課題に真に応えうる実践的で科学的な認識は獲得されえないのである。

　今日の教育イデオロギー状況を「1930年代におけるファシズム・イデオローグ達
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
による民主主義に対する痛罵を想起せざるをえない」として、重大な危倶を表明し

た高柳信・氏が’80年代の理論的課題として提起している次のような観点も，ここ

での課題の吟味にとって重要である。

　「例えば、C．シュミット流の反民主主義論を現在の諸状況に即して現代化し，

　また，教育論化した反民主主義教育論が，国民の耳目に入りやすい形で煽動的に

　唱道されたと仮定した場合、われわれとして，これをたじろがらしめるに足る，

　高度のしかも国民の心の琴線にふれる民主E義教育論を展開しうる自信と用意を

　もっていなければ，同じ歴史を繰り返すおそれなしとしないのである。

　　以上のような意味合いにおいて，筆者は，80年代の課題として，ファシズム化

　の危険に対して十分の警戒心を怠らず，民主教育に関する根源的問題を，現代的
　　　コ　コ　も　コ　ぷ　コ　コ　　　　　　　む　ら　ら　　　コ　コ　コ　リ　コ　　　エい

　諸状況に即して掘り下ぐべきことを提唱する。」傍点引用者

　本書において「民主教育に関する根源的問題三が，「現代的諸状況に即して」い

かに掘りドげられているかが，まさに問われねばならないのである。

　検討課題の第一は，教育における国家論の問題である。本書は、次のようにその

今日的特質を分析している。「最近の教育政策の動向は，教基法一改正：策動にせ

よ教科書問題にせよ，教育行政権による教育支配の域を超えて、統治権による教育

の直接的・芝配の進行を示している。」p．119　「教育法解釈論争の時代は過ぎ去り，

いまや教育L∫1法論争の時代にノ、ったのではないか，1980年代という時代は教育行政

というより教育政治の時代になるのではないか、ということである。－　p．126

　ここに示されている時代認識はきわめて重要であると考える。勝野教授が本書と

の連続性において教育の住民自治に関する著書を予定されていることは．このよう

な’80年代壮況を国民の教育権の真の確立の方向に転換させるためには，国民自ら

が国民教育の組織主体として、自らを歴史的に形成する以外に方途はないという理
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論的展望に基づくものと思われる。

　法解釈論的に教育における国家や教育行政当局の責務を明確にしえたとしても，

それを現実化する国民の統治能力の形成をぬきにしては，現実的意味を持ちえない

というのが，「教育政治の時代」の歴史的特質であるということである。

　勝野教授を中心とする岐阜教職理論研究会が系統的に検討の対象としてきた中津

川市を中心とする恵那の教育実践（なかんずく恵那「教育会議」の実践）の研究を

踏まえての次のような問題提起は，今後，教育の住民自治論として一層理論的に深

化させられるべき重要な観点を含んでいると考えられる。

　「私たちは，：教え子を再び戦場に送るまい』という反省から出発した戦後教育

　の原点にしっかりと立ち返って，……教育の右翼的再編成を全力をあげてくいと

　めながら，教職員が団結し，教職員と父母・住民とが団結して，平和・民主主

　義・人権・自治・主権のより十全な確立をめざす教育を実現し達成していかなく

　てはならない。そしてこの運動課題は，おそらく，この東海の各地域に可能な地

　域から順次に，恵那1教育会議：に類するもの〔教育行政に父母・住民・教職員

　が参加する会議というよりも，むしろ父母・住民・教職員が協力・共同して地域

　の教育を創造していく，その事業に教育行政が参加してくるような会議をつく

　り出していくことによってはじめて達成されていくように思われる。」，p．5，傍

　点引用老〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
　教育「行政の住民自治への参加」（針生誠吉として定式化しうるような内実の

普遍的形成を通して，ア・プリオリな信託ではない国民サイドに立つ国家や教育行

政の責務を実際的に確立していくというきわめて切実な課題と展望が提起されてい

るのである。

　検討課題の第二は，教育における国家論の問題にかかわる以上のような歴史的・

実践的観点とは少し乖離した内容といえる問題提起の幾つかである。前述した若干

の疑問に直接的にかかわる具体的問題である。

　（1）神戸経済同友会『真の民主主義の実現と共同体の確立』の批判で展開されて

いる共同体論の問題である。次のように述べられている。

　「民主主義思想も人権思想も、前近代的ないわゆる共同体意識を徹底的に打破す

　る近代的思想である。だから人権思想が反国家的・反共同体的な風潮を生k出す

t
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　ことは，しごく当然なことである。ところがこの文書はXそうした風潮をかえっ

　て7民主主義、の名で非難することをしている。r民主主義』という名の国家主

　義・全体主義の登場である。」lp．65

　日本においても’60年代・’70年代の歴史過程を通して，前近代的共同体の崩壊

は，歴史の可逆を許さない必然性をもって現実化した。’80年代は，その必然的結

果として新しい国民共同体の創造が歴史的課題とならざるをえない。それをどのよ

うな内容で，どちらが把握するか‘政府・財界の側か．それとも国民自身か　が，

まさに問わわているといってもよいであろう。

　したがって，神Fヨ経済同友会の共同体論の批判に際しても，新しい共同体論を積

極的に対置し，民主主義の現代的内容，展望を明らかにすることが求められていた

と考えられる。

　ノ、権論と共同体論、民主主義論と共同体論との関係の理論的解明が．本書の問題

提起をなお・層深める上からの不可欠な検討課題として提出されているといえよ

う，

　②　教科書攻撃等で展開される戦後教育批判のイデオロギーの中心的内容の一つ

に，反ノ、権論　反ヒューマニズム論．がある。

　一戦後わが国の民主主義の歩kに生じた最大の誤りは，恐らく権利の一面的な主

　張にある，新憲法は，自然権たるノ、権の主張で満たさ］1ている。しかし自然の権

　利があれば必ず存在するはずの自然の義務については，ほとんど説かれると二う

　がない一同じ傾きは教育をも支配した。単に学校教育たけでなく，家庭教育にあ

　っても同様である。わオτわ］］自身の田共の教育に当って，果してどれだげ義務や

　責任を教えたであろうか。」p．64，神川経済同友会提言

　このような主張が，国家社会に対する義務と責任の体系を中心とする社会秩序の

実現という芝配の論理から出発している二とは．勝野教授の4遷にお：＋る批判でも

明確である，さらに，戦後教育の評価に関していうならは．批判者がいうようなノ、

権教育が問題なのではなく，一ノ、権についての生’1三可な理解ないし無矢ローこそが問

題て，一自分たちの権利の実現・達成の仕方までも含めて学校でのノ、権教育をより

徹底しなくてはならない」p．108　という勝野教授の問題提起も首肯されうるもの

である
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　ここでの問題ぱ，人権論の今日的深化の課題とかかわって，「民主主義という概

念のなかで『人間の義務』『人間の責任』を説くことはもともと無理がある」（p．64　11

という勝野教授の指摘である。国民の人権意識を風化させないためにも，または，

生気なき人権論に堕さないためにも，権利と義務を対国家との関係の中だけで機械

的に対置させる論理はのりこえられなければならないと考える。すでに国家論の問

題として，国民と国家を形式的に対置することへの今日的批判が本書において提起

されていることを踏まえるならば，一人ひとりの人間的生存自体に内在的な，あえ

ていうならばその人類史的義務を果すためにこそ，すべての人々の人間的権利〔人

権）の不可侵性があるという関係がふかめられるべきであると考える。人権論．民

主主義論の基礎に人間としての本質的な義務論を位置づけることによって、権利と

義務の関係を全体として民主的に再構成するという課題があるのではないであろう

か。

　（3）イデオロギー批判のもう一一つの検討課題は，本書における利己主義の弁護論

である。

　勝野教授の主張は，必ずしも明確であるとはいえないので，まず関連する幾つか

の指摘を紹介しておきたい。

　「80年代初頭の教科書内容非難のなかでは，1利己主義が非難の対象とされ．

　：権利強調は利己主義者をつくり出しただけだd．などといわれている。しかし、

　利己主義がぱたしてそれほどに非難されるべき生き方であるか，自分の幸福をど

　こまでも追求することがそれほどに誤っているのか。より深く再考してみなくて

　はならない。」、p．269

　「全体主義，国家主義，ファシズム，民族主義．そのいずれもが利己主義を排し

　：命を鴻毛の軽きに比する1ことを要求する思想であるt：p．270

　「80年代の課題は，国家的利己主義ないし国家群的利己主義の克服であり，こわ

　なしには反核・軍縮は達成されえないであろう。－p．275

　勝野教授も引用されているr新教育指針』の次の指摘が，ここでの利己主義の弁

護論の不必要性を明らかにしていると思われるが，個人主義と利己主義を，概念的

にも明確に区別し，利己主義は，それが個人のレベルであれ，国家的レベルであ

れ，反民主主義の思想・原理として排除・克服していくことが求められているとい
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えよう。

　’軍国主義や極端な国家主義者は，個人主義を利己主義と混同して，全体主義の

　立場から個人主義を非難し，個性をおさえゆがめたのであるが，そのような全体

　主義こそ，かえって指導者の利己主義や国家の利己主義にほかならなかった。」

　、p．276　r新教育指針一からの引用1

　個人主義自体，反民主主義に転化する危険をはらんだ時代，その意味で漸教育

指針』の時代とは異なる今日，人kの民主的な協力・共同を実現していく方途，そ

の可能性と条件こそが，あらためて深く現実科学的に検討されねばならないといえ

よう。そのためには国民意識の脈絡と切りむすんだイデオロギー分析が不可避であ

るが，そのような観点から利己主義の弁護論は再検討が求められていると考えられ

る、

おわりに

　以上，本書の’80年代教育政策分析を通して提起されている理論的課題は，要約

的にいうならば，国家論，民主主義論，人権論を，国民の主体形成論（共同体論）

とむすびつけて実践的に再構成する課題であるということができる。

　この課題は，’80年代という歴史的段階・状況において決定論的な意味をもって

提起されている課題であるということが，本書における政策分析を通してもほぼ確

認されうるところである。

　’80年代教育政策の支配的動向に対して，国民意識の脈絡に即しながら現実的，

実践的に対応し，それを民主的に切りかえし，国民教育の民主的創造を実現してい

く政策研究の発展にとって，前記課題は、まさに不可欠な理論的課題である。

　総じて，国民の教育権論を実践論として構築することが，’80年代の核心的課題

であるといえるとするならば，本書が提起している以上のような課題を踏まえての

民主的で総合的な政策研究の発展は，その不可欠な構成部分である。本書が，その

ような研究の発展にとって有している問題提起的な固有の意義を確認して，書評の

まとめとしたい。
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